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昭

和

二

十

五

年

一

月

二

十

三

日

提

出 

質

問

第

一

七

号 

  

銀
行
の
監
督
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

昭
和
二
十
五
年
一
月
二
十
三
日 

提
出
者 

梨 

木 

作 

次 

郞 

衆

議

院

議

長 

幣 

原 
喜 

重 

郞 

殿 



石
川
県
金
澤
市
に
あ
る
北
国
銀
行
は
約
五
十
億
円
の
預
金
と
石
川
県
、
金
澤
市
、
小
松
市
、
七
尾
市
な
ど
の
公
金
を
扱
つ 

て
い
る
地
方
の
有
力
銀
行
で
あ
る
。 

（
ハ
） 

昭
和
二
十
二
年
中
、
山
城
禮
班
か
ら
当
時
再
建
整
備
中
で
、
無
価
値
に
ひ
と
し
い
同
銀
行
新
株
五
八
、
九
〇
〇
株 

を
一
株
に
つ
き
十
六
円
ぐ
ら
い
で
買
取
り
、
約
百
万
円
の
損
失
を
故
意
に
銀
行
に
加
え
な
が
ら
、
こ
れ
を
損
失
と
し 

て
営
業
報
告
書
に
計
上
し
な
い
で
預
金
利
息
そ
の
他
の
名
義
で
銷
却
し
て
い
る
。 

（
ロ
） 

南
貞
一
に
か
か
る
約
一
千
五
百
万
円
の
不
当
融
資
に
よ
る
損
失
を
営
業
報
告
書
に
損
失
と
し
て
計
上
し
な
い
で
預 

金
利
息
そ
の
他
の
名
義
で
銷
却
し
て
い
る
。 

（
イ
） 

林
俊
二
に
か
か
る
不
当
貸
付
に
よ
る
損
失
金
約
一
千
万
円
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
頃
発
覚
）
を
営
業
報
告
書
に
損
失

と
し
て
計
上
し
な
い
で
預
金
利
息
そ
の
他
の
名
義
で
銷
却
し
て
い
る
。 

し
か
る
に
同
銀
行
に
は
左
記
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
と
の
風
評
が
あ
る
。 

銀
行
の
監
督
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



以
上
の
こ
と
は
、
も
し
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
業
務
報
告
書
に
不
実
の
記
載
を
し
、
虚
僞
の
公
告
を
し
、
官
庁
と
公
衆
を 

欺
も
う
し
た
銀
行
の
公
共
性
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。 

、
か
か
る
法
令
に
違
反
し
、
公
益
を
害
す
る
銀
行
経
営
に
対
し
、
政
府
は
銀
行
法
に
も
と
づ
く
監
督
権
を
い
か
に
行
使
し
た 

か
、
そ
の
調
査
報
告
と
こ
れ
に
対
し
て
と
つ
た
行
政
措
置
を
質
し
た
い
。 

、 （
ニ
） 

四
十
数
億
円
の
貸
付
の
う
ち
、
約
六
分
の
一
が
、
地
方
有
力
者
の
数
人
に
融
資
さ
れ
、
金
づ
ま
り
の
た
め
困
つ
て 

い
る
地
元
中
小
工
業
者
に
対
す
る
融
資
が
犠
牲
に
供
さ
れ
る
と
い
う
不
健
全
な
銀
行
経
営
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

右
質
問
す
る
。 

 

な
お
、
こ
の
措
置
の
た
め
鳥
畠
德
次
郞
に
対
し
金
融
緊
急
措
置
令
に
違
反
し
て
約
百
万
円
の
現
金
貸
付
を
し
て
い 

る
。 

四 
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